
消 安 第 1 1 2 6 号 

令和８年３月 24 日 

 

 一般社団法人岩手県高圧ガス保安協会会⾧ 様 

 

 

岩手県復興防災部消防安全課総括課⾧ 

 

高圧ガス保安法における容器と異なる耐圧試験圧力の附属品の装置について（通知） 

本県の高圧ガス保安行政の推進につきましては、日頃から御協力をいただき厚くお礼申

し上げます。 

標記の件について、経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ高圧ガス保安室⾧より

注意喚起の依頼があり、別添のとおり容器検査所の検査主任者あて注意喚起を行っており

ますので、参考までに送付します。 

 

担当 

復興防災部消防安全課 中村 

電話：019-629-5557 

Mail：keisuike.n@pref.iwate.jp 



消 安 第 1 1 2 6 号 

令和８年３月 24 日 

 

 容器検査所の検査主任者   様  

 

 

岩手県復興防災部消防安全課総括課長  

 

高圧ガス保安法における容器と異なる耐圧試験圧力の附属品の装置について（注意喚起）  

今般、耐圧試験圧力が 2.9MPa のフォークリフト用の LP ガス充填容器（溶接容器）に

3.0MPa 容器用の安全弁が装置されていたという事案があり、国より、管轄する都道府県

内の容器検査所に対し注意喚起を行うよう依頼がありました。  

容器保安規則（以下、「容器則」という。）及び容器保安規則の機能性基準の運用につい

て（以下、「容器則例示基準」という。）等において、「安全弁は、当該安全弁が装置される

容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること」

（容器則第 17 条第１項第７号）、「当該安全弁の装置される容器に充塡される高圧ガスの

種類に応じた耐圧試験圧力の十分の八以下の圧力を加えた場合、作動するものであること」

（容器則例示基準別添 10 第９条第４項第１号）等と規定されております。  

容器と附属品の組み合わせが適切ではない場合、容器内の圧力が上昇した際に適切な圧

力範囲で安全弁が作動しないこと等により、危険な状況となるおそれがありますので、附

属品の付け替えにあたって、適切な容器と附属品の組み合わせであることを確認するとと

もにその管理体制を改めて確認してください。なお、適切な組み合わせでないことが明ら

かになった場合には、安全性への影響を確認のうえ、適切な措置を講じてください。  

担当 

復興防災部消防安全課  中村  

電話：019-629-5557 

 



 

 
 


